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公
法
判
例
研
究
（
一
）九

州
公
法
判
例
研
究
会

ど
ぶ
ろ
く
裁
判
－
自
家
用
酒
造
と
憲
法
第
＝
二
条
、
第
三
一
条

　
昭
和
六
一
（
あ
）
＝
＝
一
六
号
酒
税
法
違
反
被
告
事
件
、
最
高
裁

　
平
成
元
年
一
二
月
一
四
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
上
告
棄
却
、
鶴
翼

　
四
三
巻
＝
二
号
八
四
一
頁

【
事
実
の
概
要
】

　
酒
税
法
七
条
一
項
は
、
酒
類
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
管
轄
の
税
務

署
長
の
免
許
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
五
四
条
一
項
で
無
免
許
酒
類

製
造
者
を
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
て
い

る
。
被
告
人
は
、
一
年
の
製
造
見
込
数
量
が
、
清
酒
の
場
合
六
〇
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
し
て
、
実
質
的
に

自
家
用
酒
造
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
、
酒
を
文
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
な

く
、
酒
税
を
徴
収
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
こ
と
等
、
現
行
酒
税
法

の
み
な
ら
ず
、
我
国
の
酒
法
制
全
体
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
た
め
に
（
こ

の
側
面
か
ら
本
件
自
家
用
酒
造
行
為
は
、
表
現
の
自
由
に
か
か
わ
る
問
題

と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
免
許
を
受
け
ず
に
清
酒
合
計
三
七

リ
ッ
ト
ル
、
雑
酒
約
六
〇
リ
ッ
ト
ル
を
製
造
し
、
同
法
違
反
に
問
わ
れ
た
。

　
被
告
人
・
弁
護
人
は
、
①
酒
税
法
七
条
一
項
、
五
四
条
一
項
は
商
品
と

し
て
の
酒
類
を
業
と
し
て
製
造
す
る
行
為
の
み
を
対
象
と
す
る
製
造
免
許

制
度
で
あ
っ
て
、
自
家
用
酒
造
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
②
も
し
右
規
定
が

自
家
用
酒
造
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
④
同
規
定
は
刑
罰
法
規
と
し

て
の
明
確
性
を
欠
き
、
ま
た
、
刑
罰
も
著
し
く
重
く
憲
法
上
の
罪
刑
法
定

主
義
及
び
適
正
な
刑
罰
の
保
障
（
憲
法
三
一
条
）
に
違
反
す
る
。
⑤
憲
法

＝
二
条
の
幸
福
追
求
権
に
属
す
る
人
格
的
自
律
権
（
自
己
決
定
権
）
及
び

自
己
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
憲
法
二
九
条
一
項
（
財
産
権

の
保
障
）
に
違
反
す
る
、
と
主
張
し
た
。

　
第
一
審
判
決
（
千
葉
地
判
昭
六
一
・
三
・
二
六
判
時
一
一
八
七
号
一
五
七
頁
）
は
、
①
酒
税
法
七
条
一
項
、
五
四

条
一
項
は
自
家
用
酒
造
に
も
適
用
さ
れ
る
。
②
右
規
定
は
法
規
定
全
体
か

ら
見
て
法
文
と
し
て
の
明
確
性
を
欠
い
て
い
ず
、
ま
た
刑
罰
も
著
し
く
不

合
理
と
は
い
え
な
い
。
③
酒
造
の
権
利
は
個
人
の
経
済
的
自
由
の
一
つ
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
財
政
政
策
実
施
の
手
段
と
し
て
の
法
的
規
制
措
置

は
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
の
み
違
憲
と
な
る
。

酒
造
免
許
証
は
酒
税
収
入
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
自
家
用
酒
造
を

禁
止
す
る
の
は
国
家
財
政
上
重
要
な
酒
税
収
入
の
確
保
を
図
る
財
政
政
策

的
見
地
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
一
応
の
必
要
性
と
合
理
性
を
持
ち
、

ま
た
規
制
手
段
と
し
て
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
は
認
め
ら

れ
ず
、
従
っ
て
、
酒
税
法
の
右
規
定
は
憲
法
＝
二
条
、
二
九
条
一
項
に
違

反
し
な
い
、
と
し
て
、
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
。
第
二
審
（
凍
驚
測
試
献
形

膜三

O
蜷
姻
）
も
、
国
・
検
察
側
の
主
張
を
全
面
的
に
採
用
し
て
控
訴
を
棄
却
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し
た
の
で
、
被
告
人
側
が
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
判
旨
】

　
酒
税
法
七
条
一
項
、
五
四
条
一
項
の
「
各
規
定
は
自
己
消
費
を
目
的
と

す
る
酒
類
製
造
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
放
任
す
る
と
き
は
酒
税
収
入
の
減

少
な
ど
酒
税
の
徴
収
確
保
に
支
障
を
生
じ
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
ら
、
国
の
重
要
な
財
政
収
入
で
あ
る
酒
税
の
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
、

製
造
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
酒
類
製
造
を
一
律
に
免
許
の
対
象
と
し

た
上
、
免
許
を
受
け
な
い
で
酒
類
を
製
造
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
と
し

た
も
の
で
あ
り
（
［
最
密
昭
三
〇
・
七
・
二
九
］
嚢
胞
九
巻
九
号
一
九
七

二
頁
参
照
）
、
こ
れ
に
よ
り
自
己
消
費
目
的
の
酒
類
製
造
の
自
由
が
制
約

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
規
制
が
立
法
府
の
裁
量
権
を
逸
脱
し
、

著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
憲
法
三
一
条
、

＝
二
条
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
判
例
（
［
最
大

判
昭
六
〇
・
三
・
二
七
］
民
集
三
九
巻
二
号
二
四
七
頁
。
な
お
［
最
判
昭

三
五
・
二
・
＝
］
裁
判
集
刑
事
＝
二
二
号
二
一
九
頁
参
照
）
の
趣
旨
に

徴
し
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
理
由
が
な
い
。

【
評
釈
】

　
i
　
酒
税
法
の
歴
史
的
沿
革

酒
税
法
は
、
そ
の
名
称
通
り
酒
税
の
徴
収
確
保
の
み
を
目
的
と
す
る

（
我
国
の
「
酒
」
法
制
は
《
酒
税
》
徴
収
法
制
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
ド
イ

ツ
の
ワ
イ
ン
法
の
ご
と
き
酒
類
の
原
料
、
品
質
な
ど
を
定
め
た
法
律
や
消

費
者
保
護
の
法
律
は
存
在
し
な
い
）
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
酒
造
及
び
酒

販
に
つ
い
て
免
許
制
を
採
用
し
た
う
え
で
、
品
目
、
保
管
場
所
、
移
動
、

亡
失
、
相
続
、
税
額
等
の
申
告
、
記
帳
義
務
、
検
査
、
検
定
等
の
詳
細
な

規
制
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
酒
税
法
の
成
立
史
を
、
明
治
期
以
降
の
自
家
用
酒
造
規
制

を
中
心
に
概
観
し
て
お
こ
う
（
な
お
、
江
戸
時
代
の
酒
造
規
制
は
封
建
体

制
の
基
礎
た
る
米
穀
の
濫
費
防
止
”
そ
の
生
産
の
豊
凶
に
応
じ
た
需
給
調

整
と
農
民
統
制
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
。

　
一
八
六
八
（
明
・
元
）
年
、
酒
造
規
則
五
ヵ
条
に
よ
っ
て
酒
造
業
者
に

一
時
冥
加
金
二
〇
両
を
課
し
た
の
を
嗜
矢
と
し
て
、
一
八
六
九
年
に
は
酒

造
鑑
札
制
度
を
し
き
、
一
八
七
一
年
そ
の
鑑
札
制
を
酒
造
免
許
制
に
変
更

し
、
一
八
七
五
年
酒
類
税
則
を
制
定
し
、
免
許
料
を
廃
し
て
酒
造
営
業
税

及
び
醸
造
税
を
設
け
た
。
一
八
八
○
年
酒
造
税
則
を
定
め
、
二
～
六
倍
の

大
幅
な
増
税
と
と
も
に
、
附
則
で
自
家
用
酒
造
者
に
つ
い
て
、
一
年
間
で

各
酒
類
合
算
で
一
石
迄
の
造
石
高
規
制
が
導
入
さ
れ
、
従
来
自
由
で
あ
っ

た
自
家
用
酒
造
の
規
制
が
始
ま
っ
た
。
一
八
八
二
年
、
自
家
用
酒
造
に
つ

き
鑑
札
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
清
酒
製
造
の
禁
止
、
資
格
制

限
、
売
買
禁
止
及
び
罰
則
を
定
め
た
。
一
八
九
六
年
に
は
、
日
清
戦
争
に

伴
う
財
政
窮
乏
対
策
と
し
て
大
幅
増
税
（
五
〇
％
～
八
○
％
）
を
行
い
、

同
時
に
自
家
用
酒
税
法
を
制
定
し
た
。
同
法
は
自
家
用
酒
造
を
濁
酒
、
白

酒
、
焼
酎
に
限
り
、
直
接
国
税
一
〇
円
以
上
納
付
者
を
無
資
格
者
に
加
え
、

更
に
直
接
国
税
五
円
を
境
に
造
石
高
と
そ
の
製
造
税
に
差
異
を
設
け
た
。

一
八
九
八
年
末
、
大
増
税
を
求
め
て
酒
造
税
法
を
改
定
し
（
平
均
七
三
％
、
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一
石
当
り
五
～
六
円
）
、
同
時
に
、
自
家
用
酒
税
法
を
廃
止
し
（
施
行
翌
年

一
月
一
日
）
、
自
家
用
酒
造
は
「
全
面
禁
止
」
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
も
、
増
税
を
目
的
と
す
る
酒
造
税
法
の
数
次
の
改
正
や
混
成
酒

税
法
（
一
八
九
六
）
、
麦
酒
税
法
（
一
九
〇
一
）
、
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料

税
法
（
同
年
）
等
の
制
定
が
行
わ
れ
た
。
「
九
三
八
（
昭
＝
二
）
年
、
酒

税
確
保
を
目
的
と
す
る
酒
類
販
売
業
の
免
許
制
が
導
入
さ
れ
、
一
九
四
〇

年
、
各
種
酒
税
法
を
統
合
す
る
酒
税
法
が
制
定
さ
れ
、
酒
造
・
甘
露
両
免

許
制
に
よ
っ
て
酒
税
徴
収
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
現
行
酒
税
法
の
基
本
的

な
枠
組
み
が
確
立
し
た
。
戦
後
、
一
九
五
三
年
に
制
定
さ
れ
た
現
行
酒
税

法
は
、
こ
の
枠
組
み
を
基
本
的
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
皿
　
酒
造
免
許
制
の
合
憲
性

　
酒
造
免
許
制
自
体
（
含
む
自
家
用
酒
造
）
の
合
憲
性
に
つ
い
て
種
々
の

議
論
が
あ
り
、
そ
の
判
断
は
自
家
用
酒
造
禁
止
の
合
憲
性
判
断
に
も
大
き

く
関
係
す
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
｝
　
立
法
目
的
区
分
論
に
つ
い
て

　
ω
　
判
旨
は
、
酒
造
免
許
制
は
酒
税
徴
収
確
保
の
た
め
に
酒
造
目
的
の

如
何
を
問
わ
ず
、
全
酒
造
を
対
象
と
す
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
経
済
的

自
由
規
制
に
か
か
わ
る
立
法
目
的
区
分
論
に
立
脚
す
る
「
明
白
性
の
原

則
」
を
も
っ
て
審
査
し
、
合
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
判
決

及
び
下
級
審
判
決
が
酒
造
行
為
を
経
済
的
自
由
の
一
つ
と
捉
え
、
か
つ
酒

税
徴
収
確
保
を
積
極
目
的
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
達
成

手
段
と
し
て
の
酒
造
免
許
制
を
明
白
性
の
原
則
に
よ
り
審
査
し
う
る
と
こ

ろ
と
な
り
、
か
く
し
て
合
憲
と
判
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
②
立
法
目
的
区
分
論
と
は
、
小
売
市
場
判
決
（
最
大
判
昭
四
七
・
一
二
二
＝
｝
刑
集
二
六
巻
九
号
五
八
六
頁
）
、

薬
事
法
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
五
〇
・
四
・
三
〇
民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
自
由
、
特

に
営
業
の
自
由
に
対
す
る
規
制
を
そ
の
規
制
目
的
に
よ
っ
て
社
会
的
弱
者

保
護
や
経
済
の
調
和
的
発
展
な
ど
生
存
権
理
念
の
実
現
を
目
的
と
す
る
積

極
目
的
の
規
制
と
自
由
な
職
業
活
動
に
よ
る
諸
々
の
弊
害
を
除
去
・
防
止

す
る
こ
と
を
意
図
す
る
消
極
目
的
の
規
制
と
に
区
分
し
、
前
者
に
つ
い
て

は
、
規
制
1
1
立
法
目
的
が
合
理
的
で
あ
れ
ば
、
立
法
者
が
裁
量
権
を
著
し

く
濫
用
し
そ
の
規
制
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
の
み
違
憲

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
一
時
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、
具
体
的

な
規
制
を
的
確
に
分
類
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
（
例
え
ば
公
害
規
制
は

両
目
的
に
関
連
す
る
）
、
立
法
目
的
の
み
で
合
・
違
憲
を
審
査
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
は
な
い
か
等
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
違
憲
審
査
方

法
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
森
林
法
判
決
愈
鰍
醐
細
攣
事
叩
。
。
に
臥
）
は
、
こ
の
区
分
論
に
よ
る
こ
と

な
く
、
立
法
事
実
を
中
心
に
審
査
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。　

二
　
酒
税
徴
収
確
保
は
免
許
制
の
根
拠
た
り
得
る
か

　
と
こ
ろ
で
、
酒
税
徴
収
確
保
は
積
極
目
的
と
は
何
ら
関
連
性
を
有
し
な

い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
酒
税
徴
収
確
保
は
酒
税
の
使
途

ま
で
は
含
意
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
弱
者
保
護
と
い
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う
目
的
を
持
た
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
酒
税

徴
収
確
保
も
最
終
的
に
は
弱
者
保
護
と
繋
が
る
と
主
張
す
る
の
な
ら
ば
、

す
べ
て
の
税
、
否
罰
金
、
手
数
料
そ
の
他
国
庫
に
納
入
さ
れ
る
べ
き
全
て

の
も
の
が
確
実
に
納
入
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
規
制
は
す
べ
て
積
極
目
的
の

規
制
と
な
り
、
目
的
区
分
論
自
体
が
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

本
件
の
第
一
審
判
決
も
、
酒
造
免
許
制
が
財
政
政
策
実
施
目
的
の
規
制
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
「
明
白
性
の
原
則
」
で
審
査
し
、
合
憲
と
す
る
。

あ
る
税
の
設
定
や
そ
の
徴
収
確
保
は
財
政
に
関
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
の
み
で
は
積
極
目
的
に
分
類
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
税
の
目

的
が
積
極
目
的
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

同
じ
く
「
政
策
」
な
る
概
念
を
有
し
て
い
て
も
財
政
政
策
・
租
税
政
策
と

積
極
目
的
の
意
味
に
対
応
す
る
社
会
・
経
済
政
策
と
は
同
一
レ
ベ
ル
の
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
な
お
参
照
、
今
村
成
和
「
酒
類
販
売
業
に
つ
い
て
免
許
制
を
採
用
し
た
酒
税
法
九
条
一
項
の
規
定
の
合
憲
性
」
判
例
評
論
三
一
六
号
二
四
頁
）
。

従
っ
て
、
本
判
決
は
、
サ
ラ
リ
…
マ
ン
税
金
訴
訟
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決

を
先
例
と
し
て
引
用
す
る
が
、
右
の
ご
と
く
租
税
政
策
・
財
政
政
策
は
積

極
目
的
の
社
会
経
済
政
策
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
だ
け
で

は
積
極
目
的
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
先
例
た
り
得
る
か
疑

問
で
あ
る
（
な
お
、
一
定
の
目
的
税
は
積
極
目
的
と
な
し
得
る
可
能
性
が

あ
る
）
。

　
そ
し
て
、
酒
税
徴
収
確
保
そ
れ
自
体
は
、
主
に
酒
税
滞
納
防
止
を
意
味

し
（
参
照
、
東
京
高
判
昭
六
二
・
一
一
・
二
六
判
時
一
二
五
九
号
三
一
頁
）
、
消
極
目
的
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
目

的
達
成
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
酒
造
免
許
制
の
違
憲
審
査
基
準
は
、
明
白

性
の
原
則
で
は
な
く
、
よ
り
厳
し
い
上
R
A
の
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
仮
に
酒
税
確
保
の
た
め
の
酒
造
免
許
制
が
合
憲
と
す
る
な

ら
ば
、
旧
物
品
税
（
第
二
種
物
品
）
関
連
の
物
品
製
造
業
に
つ
き
っ
と
に

指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
各
種
の
税
（
所
得
税
、
法
人
税
も
含
め
て
）
の
徴

収
確
保
の
た
め
に
各
種
物
品
製
造
業
（
貝
鞍
免
許
も
含
め
れ
ば
、
そ
の
販

売
業
も
）
へ
の
免
許
制
導
入
と
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
経
済
的
活
動
を
免
許
制
と
為
し

う
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
国
憲
法
の
立
脚
す
る
自
由
経
済
・

自
由
競
争
の
原
理
は
完
全
に
崩
壊
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う

（た

ﾆ
え
ば
、
参
照
、
山
内
一
夫
「
営
業
許
可
観
（
三
）
」
法
曹
時
報
三
巻
一
号
｝
五
九
頁
）
。
以
上
よ
り
、
酒
税
の
徴
収
確
保
と
い
う

目
的
を
も
っ
て
は
酒
造
免
許
制
を
合
憲
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
え

よ
う
（
な
お
、
作
間
忠
雄
「
営
業
許
可
制
の
一
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
入
〇
九
号
四
三
頁
以
下
、
同
「
酒
類
販
売
業
免
許
制
の
研
究
・
上
下
」
昌
栄
通
信
三
九
巻
四
号
、
五
号
は
本
目
的
を
も
っ
て
酒
販
免
許
制
を
合
憲
と
す
る
）
。

　
三
　
酒
税
の
徴
収
確
保
以
外
の
規
制
根
拠
に
つ
い
て

　
酒
税
の
徴
収
確
保
は
酒
造
・
私
製
両
免
許
制
の
根
拠
と
為
し
得
な
い
と

す
る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
保
健
や
公
衆
衛
生
上
の
監
督
の
必
要
、

犯
罪
等
、
酒
類
が
胃
壁
飲
料
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
諸
事
由
を
根
拠
と
し

て
、
酒
造
免
許
制
を
採
用
す
る
こ
と
自
体
は
止
む
を
得
な
い
、
と
す
る
見

解
が
あ
る
（
卿
耕
纏
卿
嗣
鰍
骸
齢
鵯
雛
鋪
蠣
西
一
里
○
り
駆
恥
ス
罰
鰍
焙
駈
訊
瀕
馴
断
が
軽
畑
糠
蹴
勝
緬
醐

羅
年
盛
黙
書
意
謙
圭
領
朋
都
ゴ
囎
薩
加
本
）
。

　
確
か
に
、
「
飲
料
」
性
は
規
制
の
十
分
な
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
し
、
食
品

衛
生
法
二
〇
条
、
｝
＝
条
及
び
同
法
施
行
令
五
条
も
ほ
と
ん
ど
の
飲
食
物

製
造
業
を
免
許
制
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
免
許
制
以
外
で
は
保
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健
や
公
衆
衛
生
上
の
監
督
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
例
え
ば

届
出
制
で
も
検
査
・
監
督
等
に
よ
っ
て
品
質
保
持
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た

「
致
酔
」
性
は
酒
造
や
販
売
の
局
面
よ
り
も
、
実
際
の
飲
酒
場
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
仮
に
、
右
の
見
地
か
ら
酒
造
免
許
制
が
止
む
を
得
ざ
る
も

の
と
し
て
も
（
も
ち
ろ
ん
現
行
酒
税
法
に
は
保
健
そ
の
他
の
観
点
は
皆
無

な
の
だ
が
）
、
現
行
酒
税
法
の
酒
造
免
許
制
は
、
例
え
ば
食
品
衛
生
法
の

免
許
制
が
、
い
わ
ぽ
「
厳
格
な
基
準
の
下
に
お
け
る
許
可
制
」
（
二
一
条
二

項
は
、
知
事
は
営
業
施
設
が
基
準
に
合
う
と
認
め
る
と
き
は
許
可
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
る
）
で
あ
る
の
と
比
較
し
て
、
免
許
権
者
で
あ

る
税
務
署
長
に
広
範
な
裁
量
権
限
（
特
に
一
〇
条
～
一
二
条
）
を
伴
う
免

許
権
限
を
与
え
、
い
わ
ば
「
一
般
的
免
許
制
」
（
仮
に
食
衛
法
上
の
基
準
に

適
合
し
て
い
て
も
「
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
と
し
て
、

需
給
均
衡
維
持
の
必
要
等
を
挙
示
し
て
い
る
）
に
あ
た
る
こ
と
、
ま
た
年

間
酒
造
量
そ
の
他
の
規
制
も
極
め
て
厳
格
で
権
威
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
現
行
の
ま
ま
で
は
違
憲
で
あ
る
疑
い
が
強
い
。

　
皿
　
自
家
用
酒
造
禁
止
の
違
憲
性

　
現
行
酒
造
免
許
制
は
違
憲
で
あ
る
と
の
疑
い
が
強
く
存
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
本
件
の
自
家
用
酒
造
の
禁
止
は
そ
れ
以
上
に
合
理
的
理
由
が
な
く

よ
り
一
層
違
憲
で
あ
る
と
の
疑
い
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
判
決
は

自
家
用
酒
造
禁
止
を
極
め
て
簡
単
に
合
憲
と
す
る
の
で
、
そ
の
理
由
な
き

こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
一
　
自
家
用
酒
造
の
権
利
の
法
的
性
格

　
第
一
審
、
第
二
審
と
も
に
、
自
家
用
酒
造
を
経
済
的
自
由
の
一
つ
と
捉

え
、
そ
の
規
制
に
つ
い
て
は
立
法
府
の
裁
量
的
判
断
を
尊
重
し
、
「
明
白

性
の
原
則
」
を
審
査
基
準
と
し
て
採
用
し
た
。
最
高
裁
は
、
第
一
審
、
第

二
審
判
決
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
論
理
構
成
を
と
り
、
特
に
審
査
基
準
と
し
て

明
白
性
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
家
用
酒
造
を
経
済
的
自

由
の
問
題
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
家
用
酒

造
を
経
済
的
自
由
の
問
題
と
捉
え
た
か
ら
こ
そ
、
酒
税
確
保
の
た
め
に
製

造
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
酒
造
を
一
律
に
免
許
の
対
象
と
し
、
無
免

許
製
造
を
処
罰
す
る
こ
と
が
自
家
用
酒
造
の
自
由
を
制
約
し
て
も
、
そ
れ

は
経
済
的
自
由
を
酒
税
確
保
と
い
う
積
極
目
的
の
た
め
に
規
制
す
る
の
で

あ
っ
て
、
本
規
制
（
免
許
制
）
は
そ
の
審
査
基
準
で
あ
る
明
白
性
の
原
則

に
抵
触
し
な
い
か
ら
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
得
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
言

え
ば
、
自
家
用
酒
造
を
経
済
的
自
由
の
問
題
と
捉
え
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の

禁
止
を
合
憲
と
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
自
家
用
酒
造
も
自
己
の
所
有
す
る
米
等
の
財
産
の
処
分
で
あ

り
、
従
っ
て
酒
造
の
自
由
も
財
産
権
の
保
障
の
一
部
と
し
て
、
経
済
的
自

由
に
属
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
経
済
的
自
由
と
い
っ
て
も
、

「
公
共
の
福
祉
」
あ
る
い
は
社
会
経
済
政
策
的
見
地
か
ら
広
範
な
規
制
が

認
め
ら
れ
る
経
済
的
自
由
、
特
に
営
業
の
自
由
を
中
心
と
す
る
経
済
的
活

動
の
自
由
と
、
全
く
私
的
な
領
域
に
止
ま
る
自
家
用
酒
造
の
自
由
と
で
は

同
一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
法
的
性
格
の
違
い
が
存
す
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
自
家
用
酒
造
の
自
由
は
、
右
の
財
産
権
の
保
障
に
関
連
す

る
と
し
て
も
、
基
本
的
価
値
・
内
容
は
、
憲
法
＝
二
条
の
幸
福
追
求
権
の

一
部
と
し
て
の
人
格
的
自
律
権
（
自
己
決
定
権
）
で
あ
る
と
考
え
た
ほ
う

が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
家
用
酒
造
の
自
由
は
、
髪
型
、
髭
、

服
装
、
性
、
結
婚
、
離
婚
、
料
理
等
と
同
じ
く
自
己
決
定
権
一
個
人
が

一
定
の
私
的
事
柄
に
つ
き
、
公
的
権
力
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自

ら
決
定
を
す
る
自
由
i
に
含
ま
れ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
自

己
決
定
権
は
、
思
想
の
自
由
、
職
業
の
自
由
等
の
基
本
的
自
由
の
前
提
を

な
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
他
人
に
危
害
を
加
え
る
恐
れ
が
な
い
か
ぎ

り
制
約
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
家
用
酒
造
は
、
消
費
も

含
め
て
全
く
の
私
事
で
あ
り
、
他
人
に
危
害
を
加
え
る
可
能
性
は
な
い
か

ら
個
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
そ
れ
を
制
限
す
る
場

合
に
も
極
め
て
厳
格
な
合
理
的
根
拠
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る

（
蕪
ゲ
咄
唯
臨
謬
綿
引
手
繋
累
劉
田
箋
纏
落
磐
鶉
鮪
刑
電
球
欺
窮

課
㌔
耕
護
」
「
自
己
消
費
目
的
の
酒
造
の
処
罰
と
憲
法
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
○
号
一
一
頁
以
下
）
。

　
以
上
よ
り
、
自
家
用
酒
造
の
権
利
は
人
格
的
自
律
権
（
自
己
決
定
権
）

及
び
財
産
権
の
処
分
の
自
由
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
に
酒

造
免
許
制
が
合
憲
だ
と
し
て
も
、
そ
の
対
象
は
営
業
用
酒
造
の
み
で
あ
っ

て
自
家
用
酒
造
は
そ
の
対
象
外
で
あ
り
、
自
家
用
酒
造
の
禁
止
は
違
憲
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
な
お
、
従
来
も
無
免
許
製
造
罪
を
認
め
る

判
例
は
あ
る
。
例
え
ば
最
判
昭
三
〇
・
二
・
八
選
集
九
巻
二
号
二
〇
七
頁

で
は
、
酒
税
法
が
憲
法
二
五
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
が
、

「
生
活
の
た
め
に
」
密
造
・
販
売
し
た
事
、
例
で
あ
る
。
判
決
引
用
の
最
判

昭
三
〇
・
七
・
二
九
群
集
九
巻
九
号
一
九
七
二
頁
、
最
決
昭
三
三
・
五
・

三
〇
刑
集
一
二
巻
八
号
一
八
五
八
頁
は
、
と
も
に
自
家
用
酒
造
に
よ
っ
て

無
免
許
製
造
犯
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
が
、
違
憲
性
は
争
わ

れ
な
か
っ
た
）
。

　
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
等
の
国
が
解
禁
し

て
い
る
こ
と
も
、
我
国
の
禁
止
が
十
分
な
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
ワ
イ
ン
法
五
六
条
で
ワ

イ
ン
法
及
び
そ
れ
に
よ
る
法
規
命
令
を
家
庭
（
ぼ
磐
ω
冨
ε
等
に
適
用
し

な
い
と
し
て
、
自
家
用
酒
造
を
禁
止
し
て
い
な
い
）
。

　
二
　
自
家
用
酒
造
の
「
放
任
」
は
酒
税
収
入
を
減
少
さ
せ
る
か

　
判
決
は
、
自
家
用
酒
造
を
放
任
す
る
と
「
酒
税
収
入
の
減
少
な
ど
酒
税

の
徴
収
確
保
に
支
障
を
生
じ
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
禁
止

の
理
由
と
し
て
「
酒
税
収
入
の
減
少
の
お
そ
れ
」
を
挙
げ
る
。
そ
の
論
理

は
、
自
家
用
酒
造
を
放
任
す
れ
ば
、
市
販
酒
の
売
上
が
減
少
し
、
消
費
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

か
ら
酒
類
代
金
の
回
収
を
担
当
す
る
酒
販
業
者
や
納
税
義
務
者
で
あ
る
酒

造
業
者
の
経
営
を
悪
化
さ
せ
、
そ
の
結
果
酒
税
収
入
の
安
定
的
か
つ
効
率

的
な
確
保
が
困
難
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
で
は
自
家
用
酒
造
の
放

任
（
自
由
化
）
は
酒
税
収
入
を
減
少
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
酒
税
収
入
が
実
際
に
減
少
す
る
に
は
、
酒
税
収
入
全
体
に
影
響
を
与
え

る
ほ
ど
に
多
く
の
人
が
大
量
に
酒
造
を
行
い
、
自
家
消
費
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
が
、
我
国
の
現
状
を
見
る
に
、
自
家
用
酒
造
を
自
由
化
し
て
も
、

多
数
の
自
家
用
酒
造
家
が
出
現
し
、
各
自
多
量
の
酒
造
を
な
し
う
る
条
件
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は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
都
市
化
”
過
疎
化
、
農

村
人
口
の
減
少
（
明
治
・
大
正
期
、
ど
ぶ
ろ
く
造
り
は
東
北
地
方
の
農
村

が
中
心
で
あ
っ
た
。
参
照
、
仙
台
税
務
監
督
局
『
東
北
六
縣
酒
類
密
造
矯

正
沿
革
誌
』
大
正
九
年
）
、
住
宅
事
情
（
酒
造
や
保
管
場
所
の
問
題
）
、
購

買
能
力
の
大
幅
な
拡
大
（
職
人
の
日
当
で
は
、
明
治
・
大
正
期
の
約
｝
五

倍
の
酒
類
購
入
能
力
隠
担
税
力
の
増
大
で
あ
る
）
、
製
造
の
手
間
（
参
照
、

前
田
俊
彦
編
『
ド
ブ
ロ
ク
を
つ
く
ろ
う
』
第
三
部
）
、
市
販
酒
類
の
種
類
の

多
様
化
、
消
費
量
を
左
右
す
る
飲
酒
場
所
の
問
題
及
び
酒
造
技
術
等
を
勘

案
す
る
と
、
酒
税
収
入
を
減
少
せ
し
め
る
ほ
ど
に
多
く
の
人
が
自
家
用
酒

造
を
行
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
次
の
歴
史
的
事
実
は
こ
の
予

想
を
十
分
に
根
拠
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ω
か
つ
て
醤
油
の
自
家
醸
造
の
自
由
化
（
醤
油
醸
造
は
明
治
一
八
年
醤

油
税
則
で
免
許
制
を
導
入
し
－
営
業
規
制
は
明
治
元
年
よ
り
一
、
自

醸
規
制
も
な
さ
れ
た
が
、
大
正
一
五
年
同
税
則
廃
止
で
自
由
化
）
に
際
し

て
も
本
件
問
題
と
同
じ
論
議
が
あ
り
、
現
在
の
社
会
状
況
と
比
較
し
て
自

家
醸
造
が
行
わ
れ
る
必
要
性
と
可
能
性
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
が
、
醸
造

業
者
の
経
営
悪
化
や
倒
産
等
は
発
生
し
な
か
っ
た
。

　
②
梅
酒
等
の
解
禁
（
昭
和
三
七
、
四
四
、
四
六
年
）
に
よ
っ
て
リ

キ
ュ
ー
ル
類
の
酒
税
収
入
の
減
少
が
予
想
さ
れ
た
が
、
現
実
に
は
売
り
上

げ
増
で
、
増
収
と
な
っ
て
い
る
。

　
㈲
自
家
用
酒
造
禁
止
は
酒
税
収
入
を
増
加
さ
せ
た
か
。
酒
税
収
入
は
、

禁
止
前
年
の
明
治
三
一
年
度
が
三
一
八
六
万
円
（
租
税
収
入
全
体
の
三

三
％
）
、
禁
止
し
た
三
二
年
度
は
四
八
八
四
万
円
（
租
税
収
入
全
体
の
三

八
％
）
で
前
年
比
で
一
六
九
八
万
円
、
五
三
％
の
大
増
収
で
あ
る
が
、
そ

の
大
部
分
は
同
時
に
行
わ
れ
た
清
酒
（
酒
税
賦
課
額
で
は
全
体
の
九
四
％

を
占
め
る
）
、
濁
酒
、
焼
酎
三
韓
類
平
均
約
五
七
％
（
一
石
当
た
り
五
～
六

円
）
に
の
ぼ
る
大
増
税
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
自
家
用
酒
造

禁
止
は
、
政
府
が
納
税
義
務
者
で
あ
る
酒
造
業
者
に
大
増
税
を
納
得
さ
せ

る
た
め
に
一
1
地
域
に
よ
っ
て
は
自
家
用
酒
造
が
酒
造
業
者
を
圧
迫
し
て

い
た
こ
と
も
事
実
－
行
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
糊
置
『
鞭
傾
唯
湖
匹
卜

禧
譲
糞
婆
噂
鶏
鮒
噴
」
『
器
量
撤
纏
曙
課
古
墨
第
）
。

　
以
上
よ
り
、
自
家
用
酒
造
の
自
由
化
は
何
ら
酒
税
収
入
の
減
少
を
も
た

ら
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
禁
止
に
は
合
理
的
な
根
拠
は
な
く
、
こ
の
面

か
ら
も
自
家
用
酒
造
禁
止
は
違
憲
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
判
決
は
、
酒
税
収
入
が
国
の
財
政
収
入
中
重
要
な
地
位
を
占
め

る
点
も
根
拠
と
す
る
。
そ
の
金
額
（
一
兆
八
千
億
円
前
後
）
か
ら
す
れ
ば

簡
単
に
「
重
要
で
は
な
い
」
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
地
位
が
大
き
く
後

退
し
て
い
る
こ
と
（
最
高
三
八
％
か
ら
現
在
五
％
）
を
考
え
る
と
明
治
憲

法
下
そ
の
ま
ま
の
主
張
は
な
し
得
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
W
　
酒
税
法
は
憲
法
第
三
一
条
に
反
す
る
か

　
酒
税
法
七
条
一
項
、
五
四
条
一
項
は
法
文
と
し
て
の
明
確
性
を
欠
く
か

ど
う
か
。
確
か
に
酒
税
法
に
は
自
家
用
酒
造
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
規
定

は
な
い
が
、
通
常
、
立
法
技
術
的
に
一
般
的
禁
止
規
定
を
置
か
な
い
こ
と

や
酒
税
法
史
及
び
酒
税
法
全
体
か
ら
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、
酒
税
法
は
自
家

用
酒
造
を
含
む
全
て
の
酒
造
を
免
許
制
の
対
象
と
し
て
い
る
と
解
さ
ざ
る
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を
得
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
酒
税
法
の
規
定
を
憲
法
論

的
に
ど
う
評
価
す
る
か
で
あ
る
。
判
決
（
下
級
審
も
含
め
て
）
は
酒
税
法

各
規
定
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
合
憲
と
す
る
が
、
そ
の
窮
極
的
根
拠
は
自

家
用
酒
造
行
為
を
経
済
的
自
由
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は

既
述
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
評
釈
の
立
場
は
、
現
行
酒
税
法
の
解
釈
と

し
て
は
自
家
用
酒
造
の
禁
止
も
含
む
が
、
こ
の
自
家
用
酒
造
の
権
利
は
自

己
決
定
権
で
あ
る
か
ら
憲
法
論
的
に
は
自
家
用
酒
造
を
含
ま
し
め
て
い
る

酒
税
法
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
自
家
用
酒
造

の
権
利
の
性
格
把
握
が
本
件
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
、

皿
、
皿
で
検
討
し
た
こ
と
こ
そ
、
本
件
が
包
蔵
す
る
問
題
の
核
心
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
理
解
に
立
っ
て
、
本
評
釈
の
よ
う
な
構
成
を

と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
刑
罰
が
著
し
く
重
い
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
を
踏

ま
え
れ
ば
、
右
酒
税
法
の
規
定
は
営
業
用
の
無
免
許
酒
類
製
造
の
み
を
対

象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
き
他
の
同
種
の
犯
罪
類

型
と
比
較
し
て
、
刑
罰
が
特
に
著
し
く
重
い
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
江
　
正
昭
）
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